
令和３年度財政援助団体等に係る監査の結果の公表について 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき令和３年度財政援助団体等に係る監査

を実施したので、同条第９項の規定に基づき、その結果について別紙のとおり公表す

る。 

令和３年８月４日 

 

上三川町監査委員 舘 野 治 信 

上三川町監査委員 津野田重一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総評（全体）

番号 団体名称 総　　評 指導事項 検討事項 意　　見 所管課

①
【補助団体】
　上三川町商工会

監査した補助金に係る事業運営は、概ね
趣旨・目的に沿って執行され、事務処理
も適正にされていると認められた。

特になし 特になし

○文書等の決裁に関し、非常勤である会長決裁は実態
に沿った事務処理に改善されるよう、決済区分の見直
しを検討願いたい。
〇町内の商工業振興のために、今後も努力をお願いし
たい。

商工課

②
【補助団体】
　上三川町観光協会

監査した補助金に係る事業運営は、概ね
趣旨・目的に沿って執行され、事務処理
も適正にされていると認められた。

特になし 特になし

〇補助金の概算払いの方法に関して、町が主体で支払
い時期の適正化の検討をお願いしたい。
〇町の関係部署と連携し、折り紙や上神主・茂原官衙
遺跡、生沼邸などの資源を活かして新しい観光資源を
つくり、町民のため、また町外へのＰＲのために事業
を進めるよう検討をお願いしたい。

商工課

③
【図書館指定管理者】
（株）図書館流通センター

監査した指定管理費に係る事業運営は、
協定書に基づき概ね趣旨・目的に沿って
執行され、事務処理も適正にされている
と認められた。

特になし 特になし

○施設の有効的な活用を検討し、自主事業として町民
の憩いの場を提供できないか、町と協議を進めていた
だきたい。
〇これまでのノウハウや実績を活かし、町に対して図
書館運営に関する事業提案をお願いしたい。

生涯
学習課

④

【上三川町体育施設及び都市公
園施設指定管理者】
（株）日本水泳振興会栃木営業
所

監査した指定管理費に係る事業運営、及
び、補助金に係る事業運営は、概ね趣
旨・目的に沿って執行され、事務処理も
適正にされていると認められた。

特になし 特になし
〇管理運営上で気がついた点や、利用者の生の声を町
所管課に上げていただき改善につなげていただけるよ
う、今後もお願いしたい。

生涯
学習課
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　監査した補助金、指定管理費に係る事業運営は、概ね趣旨・目的に沿って執行されていると認められた。
※指摘事項等にはあたらないが、実地で事業内容を確認した中で、事務の執行等に関し留意すべき事項又は改善の余地があると思われる事項がありましたので、今後の事務執行にお
いてご対応されたい。
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番号 団体名称 総　　評 指導事項 検討事項 意　　見 所管課

⑤
【補助団体】
　社会福祉法人
　上三川町社会福祉協議会

監査した補助金に係る事業運営は、概ね
趣旨・目的に沿って執行され、事務処理
も適正にされていると認められた。

特になし 特になし

○将来を見据えて、人生１００年時代に対応した町民
の要望や準備への目配りを行い、町民一人ひとりがこ
のような時代に備えることができるよう働きかけが必
要ではないか。現場をよく知る社会福祉協議会の提案
など協力を得ながら、町が主体となり積極的に福祉活
動に取り組んでいただきたい。
〇ますます多忙になると見込まれるが、町と連携して
福祉事業の展開をお願いしたい。

健康
福祉課

⑥
【いきいきプラザ指定管理者】

日本水泳振興会・環境整備・
ALSOK双栄・岩原産業グループ

監査した指定管理費に係る事業運営は、
協定書に基づき概ね趣旨・目的に沿って
執行され、事務処理も適正にされている
と認められた。

特になし 特になし

〇新型コロナウイルス感染症の終息を見据えて、施設
の運営管理に努めていただきたい。
〇苦情や要望の把握に努められ、より良いものにする
ために利用者の意見を活かしていだだくように、町と
ともに前向きな姿勢で対応をお願いしたい。

健康
福祉課

「検討事項」…監査対象事項に係る出納その他の事務の執行に検討を即すもの

※「意見」…指摘事項等にはあたらないが、事務の執行等に関し留意すべき事項、又は改善の余地があると思われる事項

　　※　監査の結果、今回は指導事項及び検討事項に該当するものがなかったため、書面による報告案件はありません。

　★　結果区分

「指摘事項」…明らかに法令等に違反しているもの、故意又は重大な過失によるもの、財政的援助等を与えているものの出納その他の事務等が適切でないもの

「指導事項」…指摘事項に至らないものの、監査対象事項に係る出納その他の事務の執行に留意又は改善を要するものとして、指導・改善を即すもの
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